
庁 議
日時：１２月１２日（金）AＭ９：００～ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

1. 財産の取得について（消防ポンプ自動車） 消防長

【報告事項】

1. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 行政事業部長

【連絡事項】

1. ＩＳＯ９００１認証返上について 企画部長

2. 市有地売払いについて 総務部長

3. 下水道使用料賦課漏れに関する報告及び今後の取り組みについて 都市政策部長

4. ＩＳＯ１４００１認証返上について 教育部長

【その他】

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆次回庁議予定◆ １２月２６日（金）AＭ９:００～ ＜庁議室＞ ・案件名報告：１２月１６日（火）PM5:00
・資 料 提 出：１２月１９日（金）PM5:00



 １２月１２日　庁議提出案件 　　　　　　　  　 資料No.１  
●内　容 【　1.協議事項　】 
○公　開 【　1.可　】 
○公開時期 【　3.委員会・委員会協議会後　】 

 

 消防本部　消防長　　氏名　小島　一也　　TEL　33-0200  
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

 

【 目 的 】 

消防団の災害活動時の機動力となる消防ポンプ自動車の充実強化を図るものです。 

 

【 概 要 】 

１　取得財産　　　　消防ポンプ自動車　２台 

 

２　取得の方法　　　指名競争入札 

 

３　取得予定価格　　４６,８６０,０００円（税込） 

 

４　契約の相手方　　小池株式会社（茨城県古河市幸町１番４５号） 

代表取締役　小池　昌平 

 

　　５　配置先　　　　　太田市消防団　第　５分団第２部（鳥山下町） 

太田市消防団　第１４分団第１部（新田大根町） 

　　　 

　　６　契約履行期間　　契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

　　　 

７　指名競争入札指名業者（９者） 

ジーエムいちはら工業株式会社、株式会社モリタ東京支店 

温井自動車工業株式会社、株式会社ナカムラ消防化学東京営業所 

小池株式会社、株式会社佐藤工業所、株式会社河田自動車（辞退） 

日本機械工業株式会社本社営業部、長野ポンプ株式会社東京営業所 

　　　 

８　その他　　　　　本契約を締結するため、３月定例会に議案提出する予定です。 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先　　　消防本部 消防総務課 消防団係　　TEL　33-0201 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



　１２月１２日　庁議提出案件　　　　　　　　　　  資料No.１  
●内　容　【　2.報告事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　行政事業部長　氏名　富島　公則　 （TEL）0277-78-2842 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

    損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

　　太田市西矢島町地内の市道において発生した倒木による事故に関し、損害賠償の額を定め、

和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より専決処分したことを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１　損害賠償の概要 

 

２　本件に関し、市と相手方との間には、上記に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

 

３　損害賠償金の支払いについては、Chubb損害保険株式会社の賠償責任保険にて対応しました。 

 

４　その他　地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和８年１月委員会協議会あてに報

告します。 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　　　行政事業部　花と緑の課　維持管理係　３２－６５９９　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

  
専決処分日

損害賠償額 

（損害額）

市過失 

割合
事故概要

 

１ 令和7年11月25日
104,500円 

（104,500円）
10割

令和７年８月２７日、太田市西矢島町

３７０番地６７地先において、市道の

街路樹が北西からの強風により根本

から折れて南東側に倒れ、当該街路樹

の上部が施工中のフェンスにもたれ

かかり当該フェンスを損傷したこと

により、その所有者である相手方に損

害が生じたものです。



１２ 月 １２ 日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 中村 友精 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

ＩＳＯ９００１認証返上について

【 目 的 】

平成１１年３月に認証取得し、活動を継続してきたＩＳＯ９００１の認証を返上することと

したため、報告するものです。

【 概 要 】

１ 返上規格 ＩＳＯ９００１：２０１５

２ 認証機関 一般財団法人 日本品質保証機構（JQA）

３ 返上予定日 令和７年１２月１９日（金）

※前回の審査終了日から１２ヶ月後

４ 返上理由 太田市マネジメントシステム等の運用を継続することにより市民サービ

スが維持できると判断したため。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部企画政策課企画政策係 内線 2293 47－1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１２月１２日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

総務部長 氏名 前原 郁 内線２３００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

市有地売払いについて

【 目 的 】

未利用市有地のうち、現在処分可能な３件について、一般競争入札による売払いをするこ

とにより、未利用資産の削減と財源の確保に努めるものです。なお、一般競争入札における

不調物件については、入札執行後、先着順で購入希望者に対して随時売払いを実施します。

【 概 要 】

１ 売払い予定地

２ 売払い方法

一般競争入札による売払いを行います。

３ 日程（予定）

① 入札公告 令和８年１月２１日

② 案内書配布 令和８年１月２１日 ～ 令和７年２月１０日

③ 申込受付期間 令和８年１月２２日 ～ 令和７年２月１０日

④ 入札執行 令和８年２月２７日

４ 周知方法

ホームページに募集記事を掲載します。

【 備 考 】

問い合わせ先 総務部 管財課 管財係 内線 2381 47-1822 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

物件番号 所在 地目 登記面積（㎡） 最低売却価格（円）

１ 鶴生田町733-100 宅地 2,316.42 51,444,000

２ 鶴生田町733-101 宅地 7,129.87 120,338,000

３ 新井町221-1 宅地 1,161.94 57,774,000



地理院タイルを加工して作成

地理院タイルを加工して作成

物件番号 1

位置図

物件番号 2

位置図

N

対象地

N

対象地



地理院タイルを加工して作成

物件番号 3

位置図

N

対象地



 １２月 １２日 庁議提出案件           資料No.３   
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 田村 克弘   内線２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

   下水道使用料賦課漏れに関する報告及び今後の取り組みについて 

 

【 目 的 】 

  下水道接続率の向上及び適正な下水道使用料徴収に向けた取り組みの一環として、下水道

供用開始区域内の公共施設における下水道賦課状況を調査したところ、複数の施設において

賦課漏れが判明したため報告するとともに、使用料賦課漏れゼロを目指した今後の取り組み

について併せて報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 調査時期 令和７年１０月～１１月 

 

２ 調査概要  

下水道供用開始区域内の公共施設を抽出し、各種システムにて下水道接続状況及び下水

道料金の賦課状況を確認。未賦課及び詳細調査が必要な施設について下水道接続状況を確

認する現地調査を実施。 

 

３ 調査結果  

使用料賦課漏れ該当施設 ５施設／７８４施設 

 

４ 使用料賦課漏れ額（令和７年１１月時点） 

遡及請求額（※１） 時効による請求不能額（※２） 使用料賦課漏れ額（合計） 

２，７０９，２８０円 ４，７２７，９０３円 ７，４３７，１８３円 

（※１）地方自治法第２３６条第１項（金銭債権の消滅時効）の規定に基づき直近５年分について 

請求する額。 

 (※２）使用料データ保存期間が約７年間のため７年を超える期間の徴収不能額は７年間の平均水量を 

用いた推計額。 

 

５ 賦課漏れの要因 

   いずれのケースも水道メーターを交換した際の水栓番号変更時から賦課漏れが発生し 

ており、水道メーターを管理する旧太田市水道局（群馬東部水道企業団）との連携不足及 

び当課のチェック体制の不足が主な要因です。 

 



 

 

６ 再発防止の対策 

平成２８年度からチェック体制を見直し、新規水栓番号情報をもとに下水道の接続状況

の確認を毎月実施しており、賦課漏れをなくすべく取り組んでおります。 

 

７ 今後の対応 

  下水道使用料の賦課漏れにより使用料負担の公正、公平性を損なう事態が発覚したことに

ついて市民の皆様に深くお詫びするとともに、使用料賦課漏れゼロを目指し、下水道供用開

始区域内の全戸を対象とした使用料賦課漏れ調査を実施いたします。 

  調査の結果、下水道使用料の賦課漏れが確認された場合は、使用料の賦課を速やかに開始

するとともに、地方自治法第２３６条第１項の規定に基づき、最長５年分について遡及請求

をさせていただきます。なお、本調査は令和８年度末を目標に調査完了を見込み、調査結果

につきましては改めてご報告いたします。 

 

   調査対象区域（下水道供用開始区域内） 

下水道処理区 町 名 

中央第１処理区 

飯田町・東本町の全部、本町・金山町・熊野町・新島町・浜町・ 

小舞木町・東長岡町・飯塚町・内ケ島町・西矢島町・東矢島町・ 

南矢島町の各一部 

中央第２処理区 

高林東町の全部、八幡町・新井町・末広町・高林寿町・大島町・ 

本町・西本町・浜町・飯塚町・高林南町・高林西町・下浜田町・ 

古戸町・南矢島町・東別所町・内ケ島町・長手町・藤阿久町・ 

牛沢町・東矢島町・富沢町・福沢町・岩瀬川町の各一部 

西邑楽処理区 
内ケ島町・新島町・東長岡町・龍舞町・下小林町・石原町・ 

安良岡町の各一部 

新田処理区 

由良町･藤阿久町・藤久良町・新道町・細谷町・備前島町・ 

岩松町・尾島町・粕川町・亀岡町・太子町・阿久津町・安養寺町・

堀口町・すずかけ町・新田木崎町・新田上江田町・藪塚町・ 

大原町・六千石町の各一部 

佐波処理区 世良田町の一部 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 管理係 内線２６７１  ４７－１９４９ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ   



１２ 月 １２ 日 庁議提出案件 資料No.4
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

太田市教育委員会 教育部 部長 長谷川 晋一

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

ＩＳＯ１４００１認証返上について

【 目 的 】

平成１４年に認証取得し、活動を継続してきたＩＳＯ１４００１の認証を返上することとし

たため、報告するものです。

【 概 要 】

１ 返上規格 ＩＳＯ１４００１：２０１５

２ 認証機関 一般財団法人 日本品質保証機構（JQA）

３ 返上予定日 令和８年１月１６日（金）

※前回の審査終了日から１２ヶ月後

４ 事業の成果 各学校において環境に配慮した取組や、特色ある環境教育が行われたこと

で、児童生徒の環境保全に対する意識が高まり、節電や節水、ごみの分別

や減量などの実践が学校や家庭で日常的・無意識的に行われるようになっ

た。

５ 返上理由 各学校の特色ある取組や環境教育を継続したことで、児童生徒に環境に

配慮した行動が定着したことから、認証維持の事業としての役割を終え

たと判断したため。

６ 今後の環境教育の推進について

・各学校に根付いている環境に配慮した取組を継続する。

・各学校の環境教育全体計画を更に充実させ、学校教育全体を通して環境

教育を行う。

・各学校の環境に配慮した取組や環境教育について、学校通信やブログ等

を通して保護者に伝える。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 学校教育課 55－2128


